
民間企業が発行する求人情報雑誌等を活用した年金広報について 

○年金制度の広報の一環として、 
  ①雑誌社、出版社への個別訪問 
  ②全国求人情報協会を通じた民間求人情報誌への記事掲載依頼 
 によって、雑誌やフリーペーパー、HP等の空きスペースに年金関連の記事の掲載 
 を依頼する取組を行っているところ。（予算措置なし） 

○これまで、例えば、以下のような記事が掲載されている。 

カテゴリー 雑誌名 発行会社 掲載内容 掲載時期 

 
 
 
 

求人情報誌 

求人Rookie ラジカル沖縄 年金制度全般 平成25年4月～ 

タウンワーク リクルート ①国民年金保険料の免除制度等 
②国民年金保険料の前納、後納制度 

平成25年5月～ 

ジョブアイデム アイデム 国民年金保険料の免除制度 平成25年5月～ 

アルバイト北海道 北海道アルバイト 
情報社 

①国民年金保険料の免除制度等 
②第3号被保険者制度(不整合記録問題) 

平成25年10月～ 

 
 

生活情報誌 

レタスクラブ 角川出版 第3号被保険者制度(不整合記録問題) 平成25年9月10日号 

リビング新聞  
サンケイリビング 

①第3号被保険者制度(不整合記録問題) 
②２年前納制度 

平成25年8月24日号 
平成26年1月18日号 

シティリビング 年金制度特集『年金大解剖』 平成25年2月1日号 

ファッション誌 non・no 
（ノンノ） 

集英社 日本年金機構の若手女性職員の仕事紹介 平成25年4月号 
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２ 事業部門 
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年金記録問題に関する平成 26年度以降の取組みについて 

 

１．趣旨 

○ 年金記録問題の未統合記録約 5,000 万件について、平成 25 年９月現在、約 2,100 万件の記録が未解明であり、これ

らの記録の解明には「年金記録問題に関する特別委員会報告書」にもあるように、ご本人からの申出というアプローチ

が中心となるため、今後の取組の一つとして、インターネット上で未統合記録を検索できる「ねんきんネット」利用者

(平成 25年 11月末で約 250万人)の拡大を図ることを考えている。 

○ 一方で、高齢者はインターネットを利用されない方が多いことから、市区町村に協力していただいている「ねんきん

ネット」による年金記録交付業務の実施拡大等、更なる年金記録確認の環境整備を図ることを考えている。 

 

２．内容 

 （１）「ねんきんネット」の利用者拡大 

「ねんきんネット」の利用者拡大を図るためには認知度を高める必要があり、これまでの取組に加えメディア等を

利用した更なる周知を図る。 

○これまでの取組（継続） 

    ・「ねんきん定期便」や年金事務所等における「ねんきんネット」のアクセスキー交付 

    ・政府広報や厚生労働省、日本年金機構ホームページによる周知 

   ○更なる取組（新規） 

・ねんきん月間（11月）を中心に、インターネット広告、雑誌広告の実施（予定） 

・ねんきん月間における年金事務所の各種イベントや市区町村、関係団体におけるポスター掲出等の実施（予定） 

 （２）市区町村における年金記録交付業務の実施拡大等 

    インターネットを利用されない高齢者等にとって身近で利便性が高い市区町村において、国民年金事務に係る協

力・連携（国民年金等事務取扱交付金の対象）として、「ねんきんネット」による年金記録交付業務の実施拡大等を

図り、未統合記録の解明や年金記録問題の再発防止に取り組む。 
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    ※高齢者等、インターネットを利用されない方のための年金記録確認手段として、一部市区町村において年金記録交付業務（年金記録を

紙で交付）を実施。この「ねんきんネット」を利用するための端末の導入経費を国民年金等事務取扱交付金として通常かかる経費の範

囲内で補助 

   ○ 平成 26 年１月９日に「ねんきんネット」を利用するための端末を導入していない 761 市区町村あて、年金局事

業企画課より、年金記録交付業務を実施していただくための協力のお願いの通知を発出したところ。 

    ※併せて、一部郵便局において「ねんきんネット」による年金記録交付業務を実施していることを市区町村広報誌へ掲載していただきた

く、年金記録交付業務実施郵便局所在地市町村（29）に協力のお願い 

     ※平成 26年度予算案において、総合支所分として更に「ねんきんネット」を利用するための端末の導入にかかる経費を措置 

   ○ 平成 26 年度においては、高齢者がよく利用する公民館の講座・集会等における市町村職員による年金記録確認

等の呼びかけの実施を予定している。 

 

＜市区町村へのご協力のお願い等＞ 

・（１）について、26 年度予算案として措置しており、年金局でポスターを作成し、市区町村へ送付（26 年 10 月目途）さ

せていただきますので、窓口等への掲出についてよろしくお願いいたします。 

・（２）１つ目の「○」について、平成 26 年１月 9 日付年管企発 0109 第 1 号で該当市区町村に通知を発出しております。

この機会にぜひ、「ねんきんネット」を導入し、年金記録交付業務にご協力いただければと存じます。 

また、総合支所に「ねんきんネット」を導入し、年金記録交付業務を実施していただければ、高齢者等の利便性が高ま

り、更なる地域住民のサービス向上に繋がりますので、既に年金記録交付業務を実施していただいている市区町村で総合

支所に「ねんきんネット」を導入されていない市区町村につきましても、ご協力いただければと存じます。 

併せて、「ねんきんネット」を導入している市区町村で、年金記録交付業務にご協力いただいていない市区町村につき

ましても、年金記録交付業務にご協力いただきますようよろしくお願いいたします。 

・（２）２つ目の「○」について、国民年金事務に係る協力・連携（国民年金等事務取扱交付金の対象）として 26年度予算

案で措置しており、今後、具体的な事務内容を整理し、年金記録確認等の呼びかけをお願いしたいと考えておりますので、

ご協力いただければと存じます。 
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（参考）「年金記録問題に関する特別委員会報告書」（抜粋） 

 

第１０．年金記録問題に関する今後の課題と対応方向のまとめ 

（略） 

⑵平成 26年度以降の年金記録問題への取組 

年金記録問題への対応は、平成 19年 2月に 5千万件の未統合記録の存在が明らかとなって以降これまで 6年間の間に精力的に取り組ま

れ、「紙台帳とコンピュータ記録との突合せ」、「厚生年金基金との突合せ」などもこの期間に鋭意進められ、ほぼ終了する予定であり、

記録問題対応もひとつの大きな節目を迎えることになる。 

しかし、年金記録問題への対応は、これですべて終了するものではなく、また今後も顧客から年金裁定請求時などに、過去の年金記録を

調査して欲しいとの申出は続くことになる。 

これらの顧客からの年金記録に関するお申出に対し、平成 26年度以降も、迅速、適切に対応していくことが重要である。 

（略） 

②ご本人への働きかけ 

記録問題は、ご本人への記録への注意喚起を図り、なるべく早い時点で記録の「もれや誤り」を申し出ていただき訂正することが重要

である。このため現在の「気になる年金記録、再確認キャンペーン」は、平成 25 年度に終了するが、平成 26 年度以降も引き続き以下

の対応を行うこととされている。 

❏ねんきん定期便や裁定請求時のターンアラウンド通知において、「加入期間などに誤りがあると思われる方は年金事務所へ相談して

ほしい」旨の働きかけを行う。 

❏年金記録の確認やいまだ持ち主が明らかでない記録の検索ができる「ねんきんネット」を充実し、より多くの方にご利用願い、随時

ご自身の記録の確認をしていただく。また、「ねんきんネット」の更なる利用者の拡大や記録確認の推進を図るため、メディア媒体

を活用した周知などを行う。 

❏未判明記録は加入期間が短いものが多いと考えられるため、平成 27年 10月に予定されている受給資格期間の短縮（25年から 10

年に）に際し行う一般的又は個別的広報の中で、ご自身の記録確認を働きかける。 
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（４）　（１）～（３）の記録と同一人と思われる記録 ３１８万件 （２４８万人）

⑦（ⅰ）「ご本人に返戻中のもの」、（ⅱ）「黄色便の送付対象となったが記録の一部が不完全であるため送付対象とな
らなかったもの」、（ⅲ）「住基ネット住所が不備であったため送付対象とならなかったもの」

８５万件

（３）　持ち主の手がかりがいまだ得られていない記録

９２７万件 （７２３万人）

⑤基礎年金番号のある記録と名寄せされたが、その記録が対象記録と期間重複があり特別便の対象から
はずれたもの

１２２万件

⑥黄色便の送付対象として氏名等の補正を行ったが、基礎年金番号のある記録と名寄せされず、黄色便が
送付されなかったもの

６５万件

３１９万件

②「自分のものではない」と回答のあったもの １９６万件

③お知らせ便の未到達のもの ５３万件

④「訂正がある」との回答だったが、調査の結果ご本人のものではなかったもの ２３万件

ⅳ　厚生年金又は船員保険の加入月数が0ヶ月である記録及び国民年金の保険料納付月数が0ヶ月である記録 １８９万件

（１）　現在調査中の記録（ご本人からの回答に基づき記録を調査中） ４万件 （３万人）

（２）　名寄せ特別便等の対象となったが、未回答等のため持ち主が 判明していない記録 ８６３万件 （６７３万人）

①ご本人からの未回答のもの

（１）　基礎年金番号に統合済みの記録 １,７３８万件 （１,３５８万人）

ⅰ　脱退手当金、脱退一時金及び特別一時金を受給した記録 ２０６万件

ⅱ　共済組合へ移管済みの記録 ２５万件

ⅲ　名寄せ特別便の期間重複チェックの結果、基礎年金番号に収録されている記録と完全に重複している記録 １３５万件

ⅳ　住基ネットで死亡と確認された記録 ７０万件

ⅴ　上記の記録と氏名・生年月日・性別の3項目が一致する記録 ２４２万件

②　年金受給に結びつかない記録 ５５５万件

ⅰ　死亡の届出が提出されている記録 １９５万件

ⅱ　死亡一時金を受給している記録 ６２万件

ⅲ　国内の最高齢者（男女別）以上の生年月日となっている記録 １２１万件

（２）　死亡者に関連する記録及び年金受給に結び付かない記録 １,２４５万件 （９７１万人）

①　死亡者に関連する記録 ６９０万件

平成19年当時の未統合記録５，０９５万件の状況（25年9月時点データ）

Ⅰ

〈解明された記

録〉

２，９８３万件

Ⅱ

〈解明作業中

又はなお解明を

要する記録〉

２，１１２万件 ～想定される例～
・死亡していると考えられるもの
・国外に転居していると考えられるもの

・届出誤り（誤った氏名・生年月日）により収録されたもの

・事情により別の氏名や別の生年月日で届出したもの

※端数処理の関係上、各項目の合計と未統合記録との間に差が生じる場合がある。

別紙１ 
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未解明記録２，１０８万件（１，６４４万人）の状況（機械的推計） 

 

 １ 死亡した者等の記録と考えられるもの  ５３８万件（４２０万人） 
・死亡した者の記録      ５２６万件（４１０万人） 
・国外転居者の記録       ５万件（４万人） 
・帰国した外国人の記録     ７万件（５万人） 

 

 ２ 上記以外の記録  １，５７０万件（１，２２５万人） 
  ○ １，５７０万件の記録について、①年齢、②加入期間からみたそれぞれの角度からの推計を行った。 
  

  ① 現時点の年齢分布推計 
 
 
 

 
 
 

  ② 加入期間の分布推計 
   
 
 
 
 
 
   
   

（単位：万件、括弧内は人数（万人）） 

現在年齢は５０歳代までが４割弱、６０歳代までが７割弱
と推定され、今後、年金裁定時の申し出により記録が統合
される可能性がある。 

５割以上は、加入期間が１年未満の短い記録と推定され、
年金に結びつかないか又は年金額への影響が小さいものと
考えられる。なお、受給資格期間短縮で申し出が今後増え
る可能性がある。 
（例えば、国民年金で加入期間が６か月の場合、増加する年金月
額は、６５，０００円×（０．５年÷４０年）＝８１２円） 
（注）加入期間が長いものは、老齢年金受給の年齢になる以前に死亡し
かつ遺族年金を受け取る者がいなかったようなケースや遺族年金を受給
し自身の加入期間に基づく老齢年金を請求していないケース等も考えら
れる。 

（単位：万件、括弧内は人数（万人）） 

死亡者等の記録と考えられ、今後申し出の
可能性が低く、年金額に結びつかないと考
えられるもの。 

40歳未満 40歳代 50歳代 60歳代 70歳代 80歳代 90歳代 100歳以上

件数
（人数）

７４
（５８）

２０２
（１５８）

２８３
（２２１）

４６５
（３６３）

３９３
（３０７）

１３３
（１０４）

２０
（１６）

０
（０）

割合 ４．７％ １２．９％ １８．０％ ２９．６％ ２５．１％ ８．５％ １．３％ ０．０％

1年未満
1年以上
5年未満

5年以上
10年未満

10年以上
25年未満

25年以上 期間不明

件数
（人数）

８４２
（６５７）

５５１
（４３０）

１１４
（８９）

４７
（３７）

３
（２）

１１
（９）

割合 ５３．７％ ３５．１％ ７．３％ ３．０％ ０．２％ ０．７％
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｢ねんきんネット｣表示画面イメージ 

「ねんきんネット」によって記録を回復されたお客様
の事例：（沖縄県のA子さん、61歳） 

「ねんきんネット」で「未加（年金制度に未加入）」と表示されて

いたことから、年金事務所を訪問し、２つの厚生年金の記録

（旧姓）を発見することができました。 

「ねんきんネット」のポイント(利用者用) 

クリックすると 

詳細を表示します。 

① いつでも、最新の年金記録が確認可能 
 

② 記録の「もれ」や「誤り」の発見が容易な表示 
 

③ 持ち主のわからない記録の検索 

・ 国民年金記録のうち、誤りの可能性のある死亡者の記録 

・ 未統合記録2,112万件（平成25年9月時点） 

 

年
金
記
録
の
確
認 

サ
ー
ビ
ス
向
上 

①  年金見込額試算を行い、各種試算条件での比較が

可能 

②  「ねんきん定期便」や「年金振込通知書」等の

電子版を確認可能 

※「ねんきんネット」は、平成23年2月から日本年金機構のＨＰにて提供中のサービス。 

ユーザーＩＤ 

発行件数の推移 
２３．３ 時点 ２４．３ 時点 ２５．３ 時点 ２５．１１ 時点 

約４万８千件 約７９万件 約１６６万件 約２５０万件 

【参考】 

※ただし、市区町村用の「ねんきんネット」で利用できる機能は、年金記録の 
 確認のみ（持ち主のわからない記録の検索はできません） 。 

別 紙 ２ 
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